
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

 

平成 26年度新規・重点事業 
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１ 高齢者肺炎球菌感染症予防接種 

高齢者を対象に肺炎球菌感染症予防接種を実施し、肺炎の罹患及び重症化の防止を図る。 

（１）目的 

（２）対象 

（１）定期接種  

    当該年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳以上の方

及び６０歳から６５歳未満で心臓等内部疾患に１級程度の障害のある方で、このワクチンを初

めて接種する方 

（２）任意接種 

    ６５歳以上の定期接種対象以外の方で、このワクチンを初めて接種する方 

（３）内容 

２３価肺炎球菌ワクチンを 1回、市内の指定医療機関において自己負担４，０００円  

（生活保護受給者等は無料）で接種する。 

（４）方法 

（１）定期接種  

    ①実施期間：平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日  

    ②実施方法：保健所から対象者へ予防接種券を郵送  

          市内の指定医療機関において接種を実施  

（２）任意接種  

    ①実施期間：平成２６年７月１日～平成２７年３月３１日  

    ②実施方法：接種希望者がハガキ等で保健所へ申込み  

          保健所から申込者へ予防接種券を郵送  

          市内の指定医療機関において接種を実施 

（５）実績 

接種者数  

  （１）定期接種 １２，３１３人  

  （２）任意接種  ８，０９７人           合計２０，４１０人  
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  ２ 水痘（みずぼうそう）予防接種 

予防接種法の改正により平成２６年１０月１日から定期予防接種として実施し、水痘（みずぼうそ

う）の罹患及び重症化の防止を図る。 

（１）目的 

（２）対象 

（１）水痘に未罹患の１歳から２歳１１か月までのお子さん  

（２）水痘に未罹患で水痘ワクチン未接種の３歳から４歳１１か月までのお子さん  

    ※（２）は平成２６年度のみ  

（３）内容 

（１）１歳から２歳１１か月までのお子さん：２回接種（３か月以上間隔）  

（２）３歳から４歳１１か月までのお子さん：１回接種  

（３）接種費用無料 

（４）方法 

市内の指定医療機関において接種を実施する。  

（５）実績 

接種者延数  

  １回目：５，２７０人  ２回目：２，２８９人  合計：７，５５９人  
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３ 中核市八王子としての動物衛生業務の構築 

中核市への移行に伴い新たに移譲される権限を活用し、中核市八王子として市民の動物愛護の精神

の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対す

る侵害を防止し、もって人と動物の調和のとれた共生社会の実現を目指していく。 

（１）目的 

（２）対象 

市民 

（３）内容 

中核市への移行に伴い「八王子市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定するため、八王子市に

おける動物衛生業務に関して総合的な見地から意見聴取、協議を行う「八王子市動物の愛護及び管理

に関する条例制定協議会」を設置した。また、中核市として新たに移譲される権限を活用し、八王子

市動物愛護推進員の委嘱及び八王子市動物愛護推進協議会を設置するための準備を行った。 

（４）方法 

（１）八王子市動物の愛護及び管理に関する条例制定協議会  

     学識経験者、東京都獣医師会八王子支部、町会・自治会連合会、東京都職員など８名の委

員で構成し、総合的な見地から様々な意見を聴取し条例を制定した。  

（２）八王子市動物愛護推進員  

     東京都動物愛護推進員で八王子市在住の５名を八王子市動物愛護推進員として委嘱した。  

（３）八王子市動物愛護推進協議会  

     八王子市動物愛護推進員の活動を支援する方策及び今後の八王子市における動物衛生業務

のあり方について議論するため、学識経験者、東京都獣医師会八王子支部、町会・自治会連

合会、市内の動物愛護ボランティア団体など９名の委員構成で協議会を設置した。  

（５）実績 

（１）八王子市動物の愛護及び管理に関する条例を施行  

（２）八王子市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則を施行  

（３）八王子市動物愛護推進員の委嘱  

（４）八王子市動物愛護推進協議会の設置  

（５）市内で活動する動物愛護ボランティア団体との連絡会を設置  



36 

  

 

 

４ 市内精神科病院における退院調整に関する調査 

平成２６年度の精神保健及び障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）の改正に伴い、精神障害

者が地域でより安心して暮らせる体制の整備が求められている。特に入院医療の大きな転換が求めら

れており、精神障害者の地域移行に向けて、管内の精神科病院における取り組みの現状や課題につい

て把握し、行政機関である保健所の役割を検討する。 

（１）目的 

（２）対象 

市内精神科病院１７施設（八王子医療刑務所を除く）  

（３）内容 

精神保健福祉法の改正により、医療保護入院制度に関して、病院管理者には次の３点が義務付けら

れた。保健所においては、この法改正を受け、各病院の体制整備、課題についての取り組み及び保健

所に対する要望等の調査を実施する。  

 （１）退院後生活環境相談員の配置  

 （２）地域援助事業者の紹介（努力義務）  

 （３）医療保護入院者退院支援委員会の開催  

（４）方法 

（１）平成２６年７月～１０月に実施  

 （２）事前に病院訪問を行い、病院管理者へ調査依頼と質問用紙を配布  

 （３）後日保健師が各病院へ出向き退院調整の担当者に聞き取り調査を実施  

（５）結果 

（１）退院後生活環境相談員  

    主に精神保健福祉士が選任されており、その他には作業療法士、看護師、事務職も選任さ

れ、一人あたりの担当患者数は１～７１人と幅があった。また、入院後間もない患者や家族

に退院後のイメージを理解してもらう事が大変であるという意見があった。  

（２）地域援助事業者の紹介  

     多くの病院で市内の事業者の情報はあるが、市外の事業者についての情報は不足してい

た。  

（３）医療保護入院者退院支援委員会  

     開催している病院はまだ少数であった。開催には参加者の日程調整や書類準備などの煩雑

さはあるものの、患者の希望を聞くことができる、支援方針をすり合わせることができる、

家族への働きかけができるというメリットがあるなどの意見があった。  

（４）保健所への要望  

     法改正の周知、退院後生活環境相談員同士の情報交換会の開催、病院と地域援助事業者の

意見交換の企画、高齢部門や障害部門との連携、広域的な情報提供、保健師の役割や連携に

ついて等が挙げられた。  


